
日米地位協定 

第三条 

１ 合衆国は、施設及び区域内において、それらの設定、運営、警護及び管理のた

め必要なすべての措置を執ることができる。日本国政府は、施設及び区域の支

持、警護及び管理のための合衆国軍隊の施設及び区域への出入の便を図るため、

合衆国軍隊の要請があつたときは、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で、

それらの施設及び区域に隣接し又はそれらの近傍の土地、領水及び空間におい

て、関係法令の範囲内で必要な措置を執るものとする。合衆国も、また、合同委

員会を通ずる両政府間の協議の上で前記の目的のため必要な措置を執ることがで

きる。 

 

２ 合衆国は、１に定める措置を、日本国の領域への、領域からの又は領域内の航

海、航空、通信又は陸上交通を不必要に妨げるような方法によつては執らないこ

とに同意する。合衆国が使用する電波放射の装置が用いる周波数、電力及びこれ

らに類する事項に関するすべての問題は、両政府の当局間の取極により解決しな

ければならない。日本国政府は、合衆国軍隊が必要とする電気通信用電子装置に

対する妨害を防止し又は除去するためのすべての合理的な措置を関係法令の範囲

内で執るものとする。 

 

３ 合衆国軍隊が使用している施設及び区域における作業は、公共の安全に妥当な

考慮を払つて行なわなければならない。 

 

 


